経営継承契約書（ひな型）収入
印紙


[bookmark: _GoBack]（以下「甲」という。）と　　　　（以下「乙」という。）とは、甲の農業経営を乙に継承するにつき、次の通り契約を締結する。

（契約の目的）
第１条	甲は、甲の農業に係る事業（以下「本件事業」という。）を乙に継承する。

（譲渡日）
第２条　経営継承を行う日（以下「継承日」という。）は、　　年　　月　　日とする。ただし、手続の進行に応じ必要あるときは、甲乙協議の上、継承日を変更することができるものとする。

（継承する資産）
第３条　甲から乙に継承する資産は、継承日現在の本件事業に関する資産（以下「継承資産」という。）とし、その範囲及び細目については、末尾表示記載のとおりとする。
２　甲は、継承日において継承資産を乙に引き渡す。引き渡しにつき、登記・登録・通知等の手続は必要なものについては、継承日後遅滞なく甲乙協力してこれを行う。引渡手続に要する費用は、乙の負担とする。
３　引渡手続に関する公租公課は、引渡終了に至るまでの分を甲、引渡後の分を乙の負担とする。

（契約関係の継承）
第４条　乙は、本件事業に関する売買契約、業務委託契約その他必要な契約関係を継承するものとし、甲は、必要に応じ最大限協力するものとする。

（従業員の取扱い）
第５条　本件事業に従事している甲の従業員は乙が継承する。
２　甲は、甲の全従業員について経営継承日までに発生する賃金・退職金債務その他甲との労働契約に基づき、又はこれに付帯して発生した一切の債務を履行し、乙は同債務を承継しない。

（代金・支払方法）
第６条　経営継承の代金は、金　　　円とする。なお、当該代金については、別途消費税及び地方消費税が付加される。
２　乙は、甲に対し第１項の代金のうち金　　　円については本契約日に支払い、残額については　　年　　月　　日までに支払うものとする。

（善管注意義務）
第７条　甲は、本契約締結後引渡し完了に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもって継承資産を管理し、甲が継承資産に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしようとするときは、予め乙の承認を得なければならない。

（不可抗力）
第８条	本契約締結後引渡し完了に至るまでの間において、天変地異その他の不可抗力により継承資産に重大な変動が生じた場合には、甲乙協議の上、本契約の継承条件を変更することができる。

（協議事項）
第９条　本契約に定めのない事項又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上決定する。

本契約の証として本書１通を作成し、甲乙記名捺印のうえ乙が原本、甲がその写しを保有する。
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甲　住所　
氏名
乙　住所　
氏名

（継承資産の範囲及び細目）
	範囲
	細目

	（流動資産）

	売掛金・未収金
	

	農産物・原材料
	

	（有形固定資産）

	建物・構築物
	

	農機具等
	

	果樹・牛馬等
	

	土地
	

	（無形固定資産）

	商標権
	

	（負債）

	買掛金・未払金
	

	借入金
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